
年 月 日

１．法人税の 年 月 日
の修正申告書の提出による。

２．法人税の 年 月 日
の更正・決定・再更正による。
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この申告により納付すべき均等割額　⑯-⑰

この申告により納付すべき市民税額　⑭+⑱

⑲のうち見込納付額

⑯算定期間中において事務所等を有していた月数 月

6.0

⑤
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租税条約の実施に係る法人税割額の控除額 ⑭

既に納付の確定した当期分の法人税割額

⑥

⑦

100

外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額当相当額
の控除額

⑨

残余財産の最後の分
配又は引渡しの日

年

堺市中区深井沢町2470番地７

堺市東区日置荘原寺町195番地１
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令和 5
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用いる従業者数名　　称

この申告により納付すべき法人税割額　⑪-⑫-⑬ ⑮

2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税
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美原　花子
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1-1111-1111-1111堺　市　長
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本市が支店等
の場合は本店
所在地と併記

10,000,000

この申告の基礎
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市町村民税の特定寄附金税額控除額

年 4 月 1

（使　途　秘　匿　金　税　額　等）
法人税法の規定によって計算した法人税額

月 31 日

還付法人税額等の控除額

課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額 ①＋②-③＋④
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左のうち本市分
の従業者数

当該法人の全従業者数事務所、事業所又は寮等の所在地

⑩

仮装経理に基づく法人税割額の控除額 ⑪

⑱ 85,000

⑲ 85,000

⑳ 90,300

⑬

外国の法人税等の額の控除額

差引法人税割額　⑤-⑦+⑧-⑨-⑩-⑪又は⑥-⑦+⑧-⑨-⑩-⑪ ⑫

216 ×

72

㉚

㉛

71

70

22

所在地、法人名称、代表者氏名を記入してください。

なお、被合併法人の申告の場合は合併法人の名称も併記してください。

国税庁より指定されている法人番号

を記入してください。

本市が指定している管理番号を記入してください。

期末現在の資本金の額、資本金の額及び資本

準備金の額の合算額、資本金等の額を記入し

てください。

法人税申告書別表1の10の下段の額を記載してくだ

さい。

表面の法人税割税率を確認し記入してください。

左下の指定都市に申告する場合の計算に記載されている均

等割合計額を記入してください。

⑫は法人税割額(100円未満切り捨て)を記入してください。予

定・中間申告で納付済みの額があれば、⑬に記入してくださ

い。差し引き税額を⑮に記入してください。なお、⑮の金額が

マイナスの場合は⑳の計算時には０として計算してください。

単独法人に関しては⑤に税率をかけた額を、

分割法人に関しては⑥に税率をかけた額を

それぞれ㉚ 、 ㉛ に記入してください。

⑤は課税標準額(1,000円未満切り捨て)を記入してください。

2つ以上の市町村に事務所を有する場合は従業員数で按分

した結果を⑥に記入してください。

市内の事業所名、所在地及び従業者数を記入してください。従

業者数については事業所等に勤務すべき者で給与等の支払

いを受けるべきもの者をいい、非常勤の役員、派遣労働者、ア

ルバイト、パート等を含みます。

事務所等の所在する区ごとに記載します。

・月数：算定期間中に当該区に所在した月数(1か月未満の場

合は1か月、3か月と10日のように端数がある場合は切り捨て

て3か月となります。)

・従業者数：算定期間の末日の当該区の人数。なお、アルバイ

ト等の従業者数の計算は表面に記載しています。

・均等割額：基本的には資本金等の額と当該区の従業者数に

より均等割額が決まります。ただし ㊸「資本金等の額」と㊷

「資本金」＋「資本準備金」を比較し、 ㊸が㊷ を下回る場合

には㊷ を資本金等の額として計算します。(算定期間の中途で

廃止した場合は、年額に月数をかけて12で割った額を、100円

未満切り捨てた額となります。)

左下の指定都市に申告する場合の計算に記載され

ている従業者数を記入してください。

対象事業年度、申告の区分を記入してください。

中間申告や見込納付額の還付がある場

合に使用します。

記載例


